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・電気ＳＩＯが文書発出した過程に対して

の課題認識がある。 

・結果として協約違反との組合からの主張

を受け止め、課題と認識した。 

・協約に関して、本社・支社・現場に周知

していく。 

・社員間に不公平感があることへの課題認

識があること。 

・差額については、調査して精算方

法も含めて検討していく。 

・今後については、一機関の判断ではなく

本社として把握して判断していく。 

会社は、１月 30日までに電

気 SIO の組合員・社員に対

して宿泊料の差額につい

て調査しました！ 

会社が調査した宿泊料の差額

の一覧を該当者にメールで送

付し、過不足の有無を相互に

確認しています。 

 

電気 SIO が発出した東電総第 281 号（2021 年 9月 10 日）において、「これまで宿泊料については定額支給を行っていま

したが、実費額が定額支給額を大幅に下回っている件数が多いこと、および昨今の経営状況に鑑み実費精算とします。」と

の理由で、「宿泊費は原則として「素泊まり 7,000円（税別）」までの現金立替とします。」とされてきました。 

JR東労組は、これまでに確認してきた「宿泊料は 13,000円を支給する」との議事録確認にも基づき、一部機関において協

約が逸脱されて運用されていることに対して、組合員からの率直な声をもとに、その是正を求め申し入れを行ってきました！ 


